
第 1回豊中市養護老人ホーム指定管理者選定評価委員会 議事概要 

 

１．日 時：令和 4年(2022年)8月 30日（火） 午前 10時 ～ 正午 

２．場 所：豊中市役所第二庁舎 3階大会議室 

３．出席者：（委員）梅谷委員、川東委員、関川委員、石倉委員、岩佐委員（定数 5名） 

      （事務局）福祉部   宮城部長、山岸長寿社会政策課長、北村長寿安心課長、 

                森本長寿社会政策課長補佐、加藤長寿社会政策課事業所指定 

係長、武部主査、村尾主事、山中、大西 

４．議 題：（１）委員会の会長、副会長の選出について 

      （２）会議の公開・非公開について 

      （３）委員会への諮問について 

      （４）豊中市立養護老人ホームの指定管理者制度について 

      （５）永寿園とよなかの概要について 

      （６）提案要項について 

      （７）審査基準、審査手順について 

      （８）その他 

 

 

【議事概要】 

（１）委員会の会長、副会長の選出について 

 事務局から委員及び事務局の紹介を行った後、委員の互選により梅谷委員が会長に就任。

また、会長の指名により副会長は川東委員に決定。 

 

（２）会議の公開・非公開について 

 事務局より豊中市情報公開条例及び審議会等の会議の公開の実施に関する要領に基づき、

委員会等の公開の基準について説明。その後、当該委員会における会議の公開・非公開につ

いて審議を行った。審議の結果、第 1回の会議は公開することとし、第 2回の委員会で審議

する内容については、「特定の個人を識別することができる個人情報」や「公にすることによ

り、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を明らかに害することが認められる情報」

を含むため、非公開とすることに決定。 

 

（３）委員会への諮問について 

 市長の代理で福祉部長から会長に、指定管理者の選定について委員会の意見を求める諮問

を行った。 

 

（４）豊中市立養護老人ホームの指定管理者制度について 

 事務局より養護老人ホームの概要、豊中市の指定管理者制度等について説明。 

 



（５）永寿園とよなかの概要について 

 事務局より永寿園とよなかの施設の概要や運営状況等について説明。 

 

（６）提案要項について 

 事務局より養護老人ホームにかかる提案要項について説明を行った後、審議を行った。 

審議の結果、基本的に案のとおり確定することとした。 

 

（７）審査基準、審査手順について 

 事務局より養護老人ホームにかかる選定の要領及び審査基準表について説明を行った後、

審議を行った。 

審議の結果、（資料 6－②）審査基準表の「2 施設におけるサービス」の審査項目 8番「確

保すべきサービス水準」のサービス水準評価点の計算方法で各委員が入力する根拠係数の入

力箇所を明確化及び「5 労働者への配慮」の審査項目 3 番「ハラスメント対策」の着眼点に

も「対策」の文言を追記することを反映させた内容とすることで、基本的に案のとおり確定

することとした。 

また、第 2 回選定評価委員会でのヒアリング審査にあたっては、委員会からの質問項目は

あらかじめ集約し応募事業者へ事前通知すること、及び審査過程で確認の必要性がある資料

等については提案書類提出後にも追加で提出を求めることは可能とすることとした。 

 

（８）その他 

 事務局より今後のスケジュールについて、9 月下旬頃に第 2 回選定評価委員会を開催し、

書類審査、ヒアリング審査及び最終審査を行うことを案内。 

 

― 閉会 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 2回豊中市養護老人ホーム指定管理者選定評価委員会 議事概要 

    

１．日 時：令和 4年(2022年)9月 22日（木）午後 2時 ～ 午後 4時 30分 

２．場 所：豊中市役所第二庁舎 3階大会議室 

３．出席者：（委員）梅谷委員、川東委員、関川委員、石倉委員、岩佐委員（定数 5名） 

      （事務局）福祉部   宮城部長、山岸長寿社会政策課長、北村長寿安心課長、 

                森本長寿社会政策課長補佐、加藤長寿社会政策課事業所指定 

係長、武部主査、村尾主事、山中、大西 

４．議 題：（１）応募事業者へのヒアリング審査について 

      （２）最終評価の決定について 

      （３）その他 

 

 

【議事概要】 

（１）応募事業者へのヒアリング審査について 

 応募事業者に対して、委員による質疑応答を行った。 

 

（２）最終評価の決定について 

 提案書類とヒアリング審査での内容をふまえて採点を行った。その結果、社会福祉法人大

阪府社会福祉事業団を指定管理者候補者として選定した。 

 

（３）その他 

 事務局より今後の指定管理者候補者決定通知や公表等についてのスケジュールを案内。 

 

― 閉会 ― 

 

 

 

 

 

 


